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平成 22年 5月 14日 
各位 

会 社 名 横浜冷凍株式会社 
代表者名 代表取締役社長 吉川 俊雄 
（コード番号 2874 東証第 1部） 
問合せ先 経営管理部 部長 岩田 修自 
電話番号 045－326－1010（代） 

 
単元株式数の変更および定款の一部変更 

ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 22 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記の通り、「単元株式数の変更およ
び定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更」について決議いたしましたので、お知らせいた

します。 
 

記 
 
１． 単元株式数の変更について 
（１） 変更の理由 

当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図るため。 
（２） 変更の内容 

単元株式数を 1,000株から 100株へ変更いたします。 
（３） 変更予定日 

平成 22年 7月 1日（木） 
 

２． 定款の一部変更について 
（１） 変更の理由 

上記単元株式数の変更に伴うものです。 
（２） 変更の内容 

（下線は変更部分を示します） 
現 行 定 款 変 更 後 

（単元株式数） 
第 8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。

（単元株式数） 
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
 

附則 
 
 （新設） 

附則 
 
第1条 第 8条の変更は、平成 22年 7月 1日

をもってその効力を生じるものとし、

効力発生までは従前どおり次のとおり

とする。 
第 8条（単元株式数）当会社の単元株
式数は、1,000株とする。 
なお、本附則は第 8条の変更の効力発
生後、これを削除するものとする。 

 



2 

（３）効力発生日  
 平成 22年 7月 1日（木） 
 
（ご参考） 
上記変更に伴い、平成 22 年 7 月 1 日（木）をもって株式会社東京証券取引所における売買
単位も 1,000株から 100株に変更されます。 
 

３． 株主優待制度の変更について 
（１）変更の理由 
   当社は、株主の皆さまからのご支援に対する感謝とヨコレイグループの事業内容をご理解

いただくため、株主優待制度を実施しております。 
今般、平成 20年に、ヨコレイグループとなりました株式会社セイワフードの主要取扱商品

である、うなぎの蒲焼を優待品に加え、株主優待制度の内容を一部変更させていただくこと

といたしました。 
株主の皆さまには、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 
（２）変更内容 

毎年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された株主様のうち 1,000 株以上 3,000
株未満の株主様には、株式会社セイワフードの主要取扱商品である「うなぎ蒲焼詰め合わせ」

を、3,000 株以上保有の株主様には、引き続き「北海道産のホタテ・いくらセット」をご提
供させていただきます。 

（下線は変更部分を示します） 
現行の内容 変更後の内容 

１．1,000株以上保有の株主様一律に 
「北海道産のホタテ・いくらセット」 
 ・いくら醤油漬け（500g） 
 ・生食用ホタテ貝柱（1,000g） 

１． 1,000株以上 3,000株未満保有の株主様 
「うなぎ蒲焼詰め合わせ」 
・うなぎ蒲焼（5尾入、たれ、山椒付） 
 

２． 3,000株以上保有の株主様 
「北海道産のホタテ・いくらセット」 
・いくら醤油漬け（500g） 
・生食用ホタテ貝柱（1,000g） 

 
 
（３）変更開始時期 
    平成 22年 9月 30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様から上記内容を適用い

たします。 
 

以上 
 


